
※ 該当する□に✔を付け、必要事項を記入してください。 
※ 指導員の派遣については、ご希望に添えない場合がありますので予めご了承ください。 

 訓  練  項  目 資機材の貸出・内容 提出書類等 

１ □避難訓練 
 □避難訓練 □煙道体験 □煙道 貸出日時   月   日  時  頃  

返却日時   月  日  時  頃 
※貸出場所は裏面参照 
※貸出日は原則平日です。 ２ □初期消火訓練 □水消火器   本  

□標的      個 
３ □情報収集・伝達訓練 

 □安否確認 □情報収集 □情報伝達   

４ □防災用資機材取扱い訓練   

５ □炊き出し訓練   

６ 
□応急手当講習（※要事前予約） 
※応急手当講習は、訓練実施日の前月の
15 日までに別途申請が必要です。 
※この届出書では申請ができません。 

以下の URL から申し込んでください。 
【https://409be838.form.kintoneapp. 
com/public/豊田消防応急手当講習受付】 
不明点は中消防署管理課 
（0565）35-9720 までお問合せください。 

７ □要配慮者支援訓練   

８ □避難所運営訓練  
指導員派遣や資機材の貸出につい
ては、防災対策課にお問い合わせ
ください。 

９ 

□地震体験（防サイ君）（要事前予約） 
※事前予約は消防本部予防課で受け付けています。 

不明点は予防課（0565）35-9703 までお問合せ下さい。 
※訓練する場所がわかる地図と訓練場に進入する経路図が必要 

です。この届出書に合わせて提出して下さい。 

訓練位置図、進入経路図 

10 
□ＰＨＶによる外部給電 

指導員派遣 □必要 □不要 
※指導員が必要な場合は、訓練実施日の３ヵ月前までに申請が 

必要です。 

『SAKURA プロジェクト出展概要』
を提出（指導員が必要な場合） 

11 

□車中泊訓練 
車中泊リスク紹介／シートアレンジ（20 分／回、対応時間２時間程度） 
指導員派遣 □必要 □不要 

※指導員の派遣が必要な場合は、訓練実施日の１か月半前にこの届出書を提出して下さい。 
※指導員の派遣が必要な場合は、車両は主催者でご準備下さい。車種（       ）      

12 □その他（出前講座・DVD 上映等）  防災対策課にお問い合わせくだ
さい。 

届出者住所氏名（連絡責任者）  
 
令 和 ８ 年 度 
自 主 防 災 訓 練 
実 施 届 出 書 〒     － 

豊田市 
 
 
 
                   様 

届 出 日 令和  年  月  日（  ） 

自主防災会名 
 

□自主防災会  □防災会 
実 施 日 令和  年  月  日（  ） 

連絡先 
※携帯電話等、緊急時に連絡の取れる番号 

実 施 時 間 
（２４時間表示）   ︓   〜   ︓ 

－      － 
実 施 場 所 

（豊田市    町     地内） 
参 加 予 定 者 
及 び 人 数 

□住民         名 
□消防団員       名 

豊田市長 様 

https://409be838.form.kintoneapp.


 

提出先︓豊田市役所 防災対策課  〒471-8501 豊田市西町 3-60 電話 34-6750 FAX 34-6048 

訓練項目に関する詳細事項等   
１ 避難訓練〔危険箇所の確認、煙脱出体験訓練など〕 

 スモークマシンと煙道テントを貸出します。地区を管轄する消防署【足助消防署・北消防署・藤岡小原分署・中
消防署・南消防署】で受け取って下さい。（受取日時は表の「貸出日時」） 

２ 初期消火訓練〔水消火器、バケツリレーによる消火訓練など〕 

 
➀水消火器および標的を貸出します。地区を管轄する消防署【足助消防署・北消防署・藤岡小原分署・中消防署・

南消防署】で受け取って下さい。（受取日時は表の「貸出日時」） 
②水の充填は各自主防災会で行ってください。 

３ 情報収集・伝達訓練〔安否確認、連絡網の確認、１１９番通報、自治区放送による伝達訓練など〕 

 防災ラジオや防災行政無線を使用したい場合は、防災対策課にご相談ください。 

４ 防災用資機材取扱い訓練〔救助用資機材や土のう作り・積み上げ等の訓練、資機材の点検など〕 

 ①防災用資機材は、「自主防災事業補助金交付制度（補助率 1/2）」で購入することができます。 
②エンジン付きの資機材は、操作確認を兼ねて年２〜３回エンジンを始動するようにしてください。 

５ 炊き出し訓練〔給食・給水訓練など〕 

 給食給水用具（はそり等）や備蓄用の非常食等は「自主防災事業補助金交付制度」で購入できます。 

６ 応急手当講習〔救命講習・心肺蘇生法・ＡＥＤの取り扱い・止血法など〕 

 ①指導員が必要な場合は、訓練実施日の前月の１５日までに申請してください。 
②当日、緊急出動により指導員が行けない場合がありますのでご了承ください。 

７ 要配慮者支援訓練〔車いすや疑似体験セットを用いた誘導訓練、避難行動要支援者名簿の確認など〕 

 車いす、高齢者や妊婦の疑似体験セットの貸出しについては、豊田市社会福祉協議会 地域福祉課 
（３１－１２９４）にお問合せください。 

８ 避難所運営訓練〔避難者受付・対応訓練、間仕切り設営、災害用便槽設営訓練など〕 

 指導員派遣や資機材の貸出しについては、防災対策課にご相談ください。 

９ 地震体験（防サイ君）〔地震体験車による地震体験〕 

 ①事前予約が必要です。詳細については、消防本部予防課予防推進担当（３５－９７０３）にお問合せください。 
②防サイ君は、小雨でも中止する場合があります。 

10 ＰＨＶによる給電訓練 〔プラグインハイブリット車の外部給電機能を用いた資機材等への給電〕 

 
①車両手配の都合上、３か月前までに『SAKURA プロジェクト出展概要』の太枠内を記入して提出してくださ

い。※自治区運営の手引、防災対策課窓口に様式があります。 
②給電に使用する資機材は、各自主防災会でご準備ください。 

11 車中泊訓練 

 指導員（トヨタ自動車株式会社車中泊避難サポーター）の手配の都合上、１か月半前までにこの届出書を防災対
策課に提出してください。（雨天時は中止する場合があります。） 

12 その他〔出前講座・DVD 上映のほか、上記に記載以外の実施〕 

 
➀HUG（避難所運営ゲーム）、CROSSROAD（クロスロード）、マイ・タイムライン作成支援等があります。 
②指導員の派遣やゲームの貸出しが必要な場合は、防災対策課にご相談ください。 
③DVD や啓発パネルの貸出も行っています。 

自主防災訓練実施届出書の提出及び訓練実施における注意点 
・訓練中のケガ等に対して保険が適用されますので、実施届出書は必ず提出してください。 
・指導員の派遣が必要な訓練を行う場合は、実施場所のわかる地図を添付してください。 
・雨天等で訓練を中止する場合は、必ず防災対策課に中止連絡をしてください。 
・指導員の派遣がある場合は、指導員用の駐車場の確保をお願いします。 
・借用した資器材は、訓練終了後、簡単に清掃してから返却してください。 


